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１

新たなアイヌ政策の考え方

平成 9年 アイヌ文化振興法制定（北海道旧土人保護法(明治32年制定)廃止)
平成19年 9月 「先住民族の権利に関する国連宣言」 ※法的拘束力なし
平成20年 6月 衆参両院において、 「アイヌ民族を先住民族とすることを求める決議」を全会一致で採択

同日 町村内閣官房長官談話（「アイヌの人々が先住民族であるとの認識」及び「有識者懇談会の設置」）
平成21年 7月 「アイヌ政策のあり方に関する有識者懇談会」が アイヌ文化復興のための「象徴空間の整備」を提言

※法制定についての検討も求める
平成26年 6月 「象徴空間の整備・管理運営に関する基本方針」を閣議決定
平成31年 4月「アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律」の成立(５月施行）
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＋
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「目的」の条文中に「先住民族であるアイヌの人々」と記載して先住民族としての認識を示し、
アイヌの人々が民族として誇りを持って生活することができ、及びその誇りが尊重される

社会の実現を目指す。

背景・必要性

アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律

１．アイヌの人々を先住民族と認識して施策を進める必要性

・平成９年、アイヌ文化振興法制定（北海道旧土人保護法（明治32年制定）廃止）

・平成20年、衆参両院の「アイヌ民族を先住民族とすることを求める決
議」及びこれを受けての内閣官房長官談話（アイヌの人々が先住民族である
ことの認識を示す。）

・上記の経緯等を踏まえ、アイヌの人々を先住民族と認識し、施策を展開
することが求められている。

※「先住民族の権利に関する国際連合宣言」（平成19年採択）等、先住民
族への配慮を求める国際的な要請も高まっている。

２．アイヌ施策の総合的かつ継続的な実施の必要性
・アイヌ文化の振興等のための環境整備の必要性を踏まえ、
従来のアイヌ文化振興施策・生活向上策に、地域・産業・観
光振興等も加えた新たな支援措置を継続的に実施する必要

３．民族共生象徴空間の管理のための措置
・民族共生象徴空間（愛称：ウポポイ（※））はアイヌ文化
の復興等に関するナショナルセンターであり、国立アイヌ
民族博物館、国立民族共生公園等で構成される。
※アイヌ語で「（おおぜいで）歌うこと」という意味

・民族共生象徴空間の北海道白老町における整備、2020年４
月の一般公開、年間来場者100万人の目標について（平成26
年閣議決定、平成29年一部変更）

民族共生象徴空間（イメージ）
法律の概要

○目的規定

○アイヌ施策を総合的かつ継続的に実施するための支援措置

アイヌ施策の総合的かつ
効果的な推進を図るため
の基本方針（政府策定）

アイヌ施策を推進
するための計画
（市町村作成）

交付金の交付 法律の特例措置等

・認定された計画に記載された地域・産業・

観光振興等の事業の実施に対し交付金を

交付

・国有林野の林産物採取についての特例／

さけの捕獲について、都道府県知事等に

よる配慮／地域団体商標に係る出願の手

数料及び登録料を減免する措置

○民族共生象徴空間の管理に関する措置 ➢民族共生象徴空間の管理の委託 ／ 民族共生象徴空間の入場料等の徴収に関する措置 等

○アイヌ政策推進本部

内閣総理大臣
の認定

➢関係大臣で構成するアイヌ政策推進本部の設置

【目標・効果】 アイヌの人々が民族としての誇りを持って生活することができ、及びその誇りが尊重される社会の実現

《KPI》 ・アイヌが先住民族であることの認知度の向上： 77.3％（2018年度） ⇒ 90％以上（2024年度）
・民族共生象徴空間の年間来場者数100万人の達成（2020年度） ２

イヨマンテリムセ（クマ送りの踊り）



新交付金制度の概要

３

①アイヌの人々と地域住民交流の場の整
備 （多機能型交流施設の整備）

＜対象事業の例＞ ③伝統的なアイヌ文化・
生活の場の再生支援

④アイヌ文化のブランド化推進
（デザイナーとのコラボ）

②アイヌ高齢者の
コミュニティ活動への支援

⑥アイヌの観光振興、コミュニティ
活動支援のためのバス運営

⑤アイヌ文化関連の観光
プロモーションの実施

○ アイヌの人々に寄り添い、未来志向のもと、その要望にできる限り対応しながら、アイヌ政策を総合的に推進
○ 従来の文化振興や福祉施策に加え、地域振興、産業振興、観光振興等を含む支援のための交付金制度を
創設
〇 市町村が計画を国に申請し、国が認定、認定を受けた計画に基づく事業に対して交付金を交付
〇 交付率８／１０、市町村の負担部分については地方財政措置あり
〇 令和元年度 政府予算 １０億円



アイヌの人々の課題解決のための規制緩和等の概要

○ 国有林野における林産物の採取
に関する特例

○ アイヌの伝統的儀式・漁法の伝承
等のためのサケの採捕への配慮

○ 地域団体商標の商標登録出願
手数料の軽減

伝統的漁法による河川でのサケの採捕

伝統的漁法によるサケ漁の体験交流事業

イナウ（木製の祭具）の材料となる
ヤナギの採取

イナウを立てた祭壇

二風谷イタ（盆）

平取アットゥシ（樹皮の反物）

アイヌの方々から伺った課題の解決に向けて、以下のとおり規制緩和等を行う。

４



こ

・多様な機能発揮のために、国からの委託等により象徴空間を一体的に運営

・料金収入等を安定的な自主財源として活用し、積極的・自立的な事業を展開

（※）は、アイヌ施策推進法上の措置事項

（※）

・入場料収入
・駐車場収入
・飲食・物販事業収入
等

国立アイヌ民族博物館の管理運営

国立民族共生公園の管理運営

文化伝承・人材育成活動

体験交流活動

広報、営業、企画等

慰霊施設の管理

委託

アイヌ民族文化財団の事業国

職員派遣

料金収入等

一体的な運営

（※）

（※）

民族共生象徴空間の管理運営スキームの概要

５

国土交通省

文部科学省

（文化庁）



アイヌ文化復興等に関するナショナルセンター

(1) アイヌの人々による歴史・伝統・文化等の継承・創造の拠点

① アイヌの歴史・伝統・文化等の継承の拠点

② 新たな伝統・文化の創造の拠点

(2) 国内外の人々のアイヌに関する理解を促進する拠点

① 初めてアイヌの伝統・文化に接する人々の理解を促進する拠点

② アイヌの伝統・文化への関心を有する人々が実際に体験して理解を深める拠点

③ より深く探求したい人々が手掛かりを見出すための拠点

(3) アイヌ文化復興に向けた全国的ネットワークの拠点

① 先導的な取組を行う拠点

② 各地域の連携を促すための拠点

◎アイヌ文化の復興・民族の共生

民族共生象徴空間（愛称：ウポポイ）の意義・目的

６

（H28.7.22「民族共生象徴空間」基本構想（改訂版）より抜粋）



JR白老駅

遊歩道

道央自動車道

民族共生象徴空間
（中核区域）

慰霊施設

７

仙台藩陣屋跡

ポント沼

ポロト自然休養林

ポロト湖

ウツナイ川

ヨコスト湿原・海岸

民族共生象徴空間（愛称：ウポポイ）の位置



◇国立民族共生公園内において体験
交流プログラムのリハーサルや研修、
実施に必要な機材の設置等を開始（令和元年10月を予定）

○ 民族共生象徴空間は、アイヌの文化復興等に関するナショナルセンター。北海道白老町に２０２０年４月オープン
○ 「国立民族共生公園」、「国立アイヌ民族博物館」、「慰霊施設」を整備
○ 公益財団法人アイヌ民族文化財団が運営主体

完成予想図

国立民族共生公園国立民族共生公園

しらおいちょう

●アイヌの歴史・文化等に関する
正しい認識と理解を促進する展
示・研究拠点

国立アイヌ民族博物館国立アイヌ民族博物館

慰霊施設慰霊施設

●ポロト湖の東側の太平洋を
望む高台に慰霊施設を整備
●施設全体は、令和元年秋頃の
完成を目指し着実に整備

◇年間１００万人の来場者数が目標

◇現在、積極的なPRを実施

H30.8.1～2 子ども霞ヶ関見学デー

プロモーションの充実・強化プロモーションの充実・強化

民族共生象徴空間民族共生象徴空間

白老町位置図

●北海道白老町ポロト湖畔を
中心に整備

●舞踊、工芸等のアイヌ文化を体験・交流
する体験型のフィールドミュージアム

民族共生象徴空間位置図

●国内外の多様な人々に
向けたアイヌの歴史・文
化等の発信拠点

慰霊施設

平成３1年４月 整備状況

開業準備を考慮した施設整備開業準備を考慮した施設整備

民族共生象徴空間（愛称：ウポポイ※）の整備について
※アイヌ語で「（おおぜいで）歌うこと」という意味

８

国立民族共生公園 全体基本設計

工房

体験交流ホール

体験学習館

エントランス棟

伝統的コタン
の再現

平成３１年３月
体験学習館整備状況

国立アイヌ民族博物館
（文化庁）

歓迎の広場

いざないの回廊

展望広場



※本イメージ図は、基本設計段階における案であり、素材・色調等は実施設計により変更の可能性がある。
※国立民族共生公園内の施設等については別途設計を行っており、本イメージ図には含まれていない。

【 完成予想図 】

国立アイヌ民族博物館

９

先住民族アイヌを主題とした日本初の国立博物館。

アイヌ民族の視点で語る「６つのテーマ」に沿った展示。
私たちのことば 私たちのしごと 私たちのくらし
私たちの交流 私たちの世界 私たちの歴史

伝統的なアイヌ文化の一面的な展示にとどまらず
現代に息づく多様なアイヌ文化とそれに関わる人々を
様々な視点から紹介。



体験交流ホール（ステージ活用のイメージ）

【ステージの活用イメージ】

（右）演目の終了後、ス
テージ背面の借景窓を通
じた自然景観を背に来場
者とともに踊りで交流。

（下）プロジェクターにより
投影される映像等を用い、
天候に関わらず美しく壮大
な自然景観の中で行われ
る上演を実現。

国内外の多数の来場者を対象とする芸能分野

（古式舞踊、音楽、口承文芸等）の

公演や体験交流活動等ができる施設。

最大５３０名程度収容可能。

１０



体験学習館

１１

試食体験（イメージ）

※現在の案であり、設計の進捗に伴い変更の可能性がある。

完成イメージ

修学旅行生をはじめとする団体の来場者を主たる対象とし、アイヌ語や伝統的生業（狩猟・漁労・採集・料理等）

の学習、工芸（木彫、刺繍・織物等）の製作体験等の体験交流ができる施設。

伝統楽器ムックリ（口琴）演奏体験やアイヌの食文化に触れる試食体験ができる施設。

最大４００名収容可能。



工房

１２※現在の案であり、設計の進捗に伴い変更の可能性がある。

工芸（木彫、刺繍・織物等）の製作体験、工芸製作者による製作実演

の見学や伝承活動を行うことができる施設。

最大１００名程度収容可能。
伝統工芸の実演を通じた伝承、アイヌ文化への関心・興味の拡大

木彫 刺繍 織物



【慰霊施設の目的】
○アイヌの人々の遺骨及びその副葬品の慰霊及び管理

先住民族にその遺骨を返還することが世界的な潮流となっていること並びにアイヌの人々の遺骨及び付随する副葬品（以下
「遺骨等」という。）が過去に発掘及び収集され現在全国各地の大学において保管されていることに鑑み、関係者の理解及び協
力の下で、アイヌの人々への遺骨等の返還を進め、直ちに返還できない遺骨等については象徴空間に集約し、アイヌの人々に
よる尊厳ある慰霊の実現を図るとともに、アイヌの人々による受入体制が整うまでの間の適切な管理を行う役割を担うこととし、
管理する遺骨等を用いた調査・研究を行わないものとする。

※アイヌ文化の復興等を促進するための民族共生象徴空間の整備及び管理運営に関する基本方針
（平成26年6月13日閣議決定 平成29年6月27日一部変更）

墓所となる建物

慰霊行事施設

慰霊施設

１３



国立アイヌ民族博物館 展示概要

１４



現在準備中の体験交流プログラム

伝統芸能プログラム

アイヌ伝統生業解説木彫・刺繍の製作体験・見学

ムックリ・トンコリ演奏体験

唄と踊り交流体験

アイヌ料理調理・試食体験

子どもの遊び体験

伝統儀礼の見学

体験交流ホール体験交流ホール

伝統的コタン伝統的コタン工房工房

体験学習館体験学習館

屋外フィールド屋外フィールド

１５



体験交流活動等の具体化に向けた開業準備活動の概要

・演出映像を活用した舞踊の動線や上演シナリオの決定
・音響技術・機材の導入
・上演に際する外国人向け他言語解説手法の導入
・上演衣装及び舞台展示工芸品の製作
・リハーサルの実施 等

・システム機器の導入
デジタルサイネージ／ナビゲーションアプリ／無料Wi-Fi
・飲食・物販施設の運営計画の策定
・公園内施設等の維持管理

等

・メディアを活用した情報発信
・訪日外国人旅行者等へのプロモーション
・オープニングセレモニーの開催準備
・ガイダンスギャラリー用映像の制作
・空港における案内板の設置等

・各プログラム内容の決定
・運営に必要な材料や機材の調達計画の策定
・運営体制や人材の検討及び人材確保に向けた調整
・各体験交流施設における展示工芸品の製作
・リハーサルの実施 等

完成イメージ図

１６



民族共生象徴空間の愛称・ロゴマークの決定

１７

○ 愛称は、一般投票により「ウポポイ」に決定（投票総数 全国４７都道府県 １０，６４１票）
○ １２月１１日の「開設５００日前カウントダウンセレモニー」にて発表

◆ウタルニ ２，９７１票
（意味：人々がいるところ）
◆ウヌカリ ３，３７４票
（意味：互いに会うこと）
◆ウポポイ ４，２９６票
（意味：（おおぜいで）歌うこと）

＜経緯＞
平成３０年
７月 「愛称等選考委員会」を設置

８月～９月 アイヌ語を学んでいるアイヌの
方々を中心に愛称募集
（応募総数：３５案）

１０月 選考委員会において一般投票
対象３案を決定

１０月２６日～１１月１１日
一般投票を実施
(投票総数：１０，６４１票）

１１月３０日 選考委員会で愛称・ロゴマーク
を決定

１２月１１日 「開設５００日前カウント
ダウンセレモニー」(札幌市)
にて公表

北海道 47.1％

神奈川県 5.1％

埼玉県 3.4％

その他 21.2％

40代 31.7％
30代 21.8％

20代 16.7％
50代 18.0％

10代 4.8％

10歳未満 0.6％

ロゴマークロゴマーク

一般投票結果（総数：１０，６４１票）一般投票結果（総数：１０，６４１票）

ウェブサイトによる投票状況（７，３９５票）ウェブサイトによる投票状況（７，３９５票）

■年代別

※他にFAX投票等 3,246票

「ウポポイ」※に決定愛称愛称

千葉県 3.3％

■都道府県別
（居住地）

開設500日前カウントダウンセレモニー

60代 6.3％

※アイヌ語で「（おおぜいで）歌うこと」という意味

東京都 19.9％



民族共生象徴空間のPR展開

年間来場者数１００万人を達成する
ため切れ目のない広報ＰＲを実施

全国的なＰＲ展開

子ども霞が関見学デー

象徴空間の認知度向上が課題

「アイヌ政策に関する世論調査」
（調査時期 H30.6.28～7.8）

○ 国内外に向けた発信を強化、多様なプロモーションを実施
なお、平成30年8月の内閣府の世論調査の結果、象徴空間の全国認知度は９．２％

区 分 今回調査

全 国 94.2%

北海道 98.7%

①アイヌ民族について知っている

②アイヌ民族が先住民族である
ことについて知っている

区 分 今回調査

全 国 77.3%

北海道 88.0%

③アイヌ語という独自の言語ある
ことについて知っている

区 分 今回調査

全 国 64.6%

北海道 77.3%

④「民族共生象徴空間」について
知っている

区 分 今回調査

全 国 9.2%

北海道 39.5%

今後のＰＲ展開

日本博旗揚げ式

○国際イベント、旅行博との連携
○空港等における訪日外国人向けPR
○メディア等の活用
○プロモーション動画の広告 等

有楽町イベントTOKYO

愛称・ロゴマーク決定

年間来場者数１００万人を達成するため
切れ目のない広報ＰＲを実施
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